
４．９ 再生硬質塩化ビニル管・継ぎ手 

 

① 評価対象資材 

廃棄された硬質塩化ビニル管・継ぎ手を再生資源として含有した塩化ビニル管・継ぎ手 

及びますとし，以下の６種類を対象とする。 

「無圧排水用途の硬質塩化ビニル管」 

「建設排水用リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管」 

「下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管」 

「下水道用リサイクル硬質塩化ビニル管継ぎ手」 

「下水道用リサイクル硬質塩化ビニル製ます」 

「硬質塩化ビニル管」 

 

② 品質・性能 

 以下のいずれかの基準に適合していること。 

「排水用リサイクル硬質塩化ビニル管（ＲＥＰ）ＡＳ５８」 

「下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管（ＲＳ－ＶＵ）ＡＳ６２」 

（以上，塩化ビニル管・継手協会） 

「下水道用硬質塩化ビニル管（ＪＳＷＡＳ Ｋ－１）」 

「下水道用硬質塩化ビニル製ます（ＪＳＷＡＳ Ｋ－７）」 

「下水道用リブ付硬質塩化ビニル管（ＪＳＷＡＳ Ｋ－１３）」 

 （以上，公益社団法人日本下水道協会） 

「硬質ポリ塩化ビニル管（ＪＩＳ Ｋ ６７４１）」 

「リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管（ＪＩＳ Ｋ ９７９７）」 

「リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管（ＪＩＳ Ｋ ９７９８）」 

 

③ 再生資源の含有率 

再生硬質塩化ビニルを，製品の重量比で３０％以上含有していること。 

  ただし，再生資源の供給不足や環境負荷低減に寄与する等の合理的な理由が明確に示され 

る場合には，この限りではない。 

 

④ 環境に対する安全性 

 ａ．原料として特別管理（一般・産業）廃棄物を使用していないこと。 

ｂ．再生硬質塩化ビニル以外の再生資源を用いる場合は，製品または原料（再生資源）が， 

環境基本法第１６条による「土壌の汚染に係る環境基準」（平成３年環境庁告示第４６ 

 号）の基準に適合すること。 

 

⑤ 品質管理 

安定した品質が確保できる設備・組織，社内規格，材料の供給体制，品質管理推進責任者 

等を備えた工場において製造された製品であること。 



⑥ 環境負荷 

 ａ．再生資源を含有しない製品を使用した場合に比べ，環境負荷低減効果があること。 

 ｂ．再生資源を含有しない製品を使用した場合に比べ，別表１に示す項目について環境負荷 

が増大しないこと。 

 

別表１ 環境負荷増大が懸念される項目 

・再リサイクルが可能な資材である。 

・再リサイクル時に著しい環境負荷が生じない。 

  ・使用時，施工時において，有害物質等の溶出がない。 

  ・製造過程においてエネルギー消費量が著しく増大しない。 

  ・製造過程において，著しい環境負荷は生じない。 
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